
 

 

消 食 表 第 6 7 2号 

令和５年11月13日 

 

都道府県知事 

各 保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

 

 

消 費 者 庁 次 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について 

 

 

特別用途食品の表示許可等については、「特別用途食品の表示許可等

について」（令和元年９月９日付け消食表第296号）により運用してき

たところです。 

今般、制度の運用改善を目的に特別用途食品の申請手続きのe-Gov電

子申請サービスによる受付を可能にするとともに、表示の許可等に係

る手数料のうち国庫に納付すべきものについて消費者庁により発行さ

れる納入告知書による納入を可能といたしました。つきましては、改正

について貴管下関係者等に対する周知をお願いいたします。 

 

（参考）e-Gov電子申請サービス 

https://shinsei.e-gov.go.jp/ 
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